
7. 1週間ルールの濫用による、旧販売事業者と消費者との
間の料金精算トラブルの防止
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○2016年2月､総合資源エネルギー調査会に液化石油ガス流通ワーキンググ
ループを設置。LPガス料金の透明化に向けた対応等について審議を開始。

○料金透明化等に向けた個々の課題について、国が具体的な対応策を講じて
いく際の基本的方向性を整理し、同年５月に報告書がとりまとめられた。

２．液化石油ガス流通ワーキンググループ(LPガスWG)

1. 選択されるための料金透明化 標準的料金メニューの公表

2. 賃貸型住宅入居者との賃貸借契約時における料金透明化
3. 液石法第14条書面交付時の透明化

4. 料金値上げ時の透明化
5. 料金請求時における料金の透明化
6. 販売事業者による料金照会及び苦情･相談への対応

LPガスＷＧにおける検討事項
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